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1. 特定事業計画策定にあたって 

1.1. 特定事業計画策定の背景 

田原本町は、人口減少・少子高齢化が進行するとともに、まちの経済活動や社会活動を担う

生産年齢人口の人口減少も著しく、若年層の人口定着も課題となっている。 

これに対して、田原本町第4次総合計画では、まちの将来像を「子どもから高齢者まで 誰も

がいきいきとした暮らしを楽しむまち たわらもと」とし、子育て支援、定住支援などをはじ

め、各種の取り組みを進めているところである。 

我が国では共生社会実現を目指したバリアフリー化の一層の推進に向け、平成18年に「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以降、バリアフリー法）が施行された。    

平成30年と令和2年にはバリアフリー法が改正され、ハード面、ソフト面が一体となった よ

り一層のバリアフリー化が求められている。 

このような背景を踏まえ、子育て世帯、高齢者、障害者等、誰もが生活しやすいように、ま

た、来訪者等が移動しやすいように、より一層のバリアフリー化を推進するため、「田原本町移

動等円滑化促進方針、バリアフリー基本構想」（以降、基本構想）を令和6年3月（令和5年度）に

策定した。これを受け、基本構想に定められた重点整備地区（田原本駅周辺地区）内の駅や道

路等について特定事業計画を策定し、この事業計画に基づいて事業を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 バリアフリー法等の経緯 

建築物のバリアフリー化を 

促進するための法律 

ハートビル法 （平成6年9月施行） 

駅などの旅客施設や車両等の 

バリアフリー化を促進するための法律 

交通バリアフリー法 （平成12年11月施行） 

ハード・ソフト両面の総合的なバリアフリー化の更なる推進 

建築物、旅客施設、車両等、道路、路外駐車場、都市公園 

の面的なバリアフリー化を促進するための法律 

バリアフリー法 （平成18年12月施行） 

共生社会の実現、社会的障壁の除去を基本理念とし、 

さらなるバリアフリー化を推進するために改正 

バリアフリー法改正 （平成30年1月一部施行、平成31年4月全部施行 ） 

公共交通事業者等におけるソフト施策の強化や心のバリアフリーの推進、 

公立小中学校を特別特定建築物に追加するために改正 

バリアフリー法改正 （令和2年6月一部施行、令和3年4月全部施行） 

踏切道での安全対策を追加（踏切道付近の視覚障害者誘導用ブロックの設置方法等） 

道路の移動等円滑化に関するガイドラインの改定 （令和6年1月） 
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1.2. 基本構想の概要 

1.2.1. バリアフリーの基本方針 

町全体のバリアフリーの基本方針や現況整理結果から得られたバリアフリーの課題を踏まえ

た、重点整備地区におけるバリアフリー化の基本方針を設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

田原本町におけるバリアフリー化の基本方針 

 

① 多様な人々が安全・安心に暮らすことができるまちづくりの推進 

② 来訪者にとっても安全・安心で快適に活動できる環境の形成 

③ 心のバリアフリーの推進 

④ 多様な関係者の参画・連携による取り組みの推進 

⑤ 継続的・効果的な事業実施 

田原本駅の周辺地区の課題 

 

〇田原本駅の周辺地区においては、各地域の景観との調和を図りつつ、居住

機能・商業サービス機能を維持・充実するとともに、既存市街地の再構築

による新たな機能の誘導を図り、周辺との機能分担、交流、連携等に配慮

し、拠点性の向上が必要 

〇田原本駅、西田原本駅や生活関連施設が集中する町中心部のまちづくり

と連携した、バリアフリーの確保が必要 

（田原本町の中でも、特に田原本駅の周辺地区において重点的にバリア

フリー化を進めることが必要） 

田原本駅周辺地区のバリアフリー化の基本方針 

 

①町の中心地としての拠点性の形成 

②来訪者にとっても安全・安心で快適に活動できる環境の形成 

③町の中心地としての心のバリアフリーの推進 

※④、⑤は田原本町におけるバリアフリー化の基本方針と同様 
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1.2.2. 移動等円滑化の方針 

生活関連施設、生活関連経路等、移動等円滑化（バリアフリー化）の方針について、公共交

通（旅客施設・車両等）、道路・交通安全施設、建築物、都市公園、路外駐車場、心のバリアフ

リーの区分で示す。 

 

 公共交通（旅客施設・車両等） 

誰もが安全かつ快適に移動できるように、公共交通移動等円滑化基準や国のガイドライン等

に沿って、公共交通（旅客施設・車両等）の整備を推進する。 

 

 道路・交通安全施設（信号等） 

誰もが安全かつ円滑に歩行できるように、道路に関するバリアフリー化基準（道路移動等円

滑化基準）に沿った整備を推進する。 

 

 建築物（駐車場を含む） 

誰もが安全かつ快適に利用できるように、一定規模以上の新築等（建築工事をする床面積の

合計が2,000ｍ2・公衆トイレは50ｍ2以上となる新築、増改築や用途変更）を行う建築主等は、

建築物に関するバリアフリー化基準（建築物移動等円滑化基準）に沿った整備を進める。 

また、それらの既存建築物に対してもバリアフリー化基準に適合するよう努める。 

 

 都市公園（駐車場を含む） 

誰もが安全かつ快適に利用できるように、都市公園に関するバリアフリー化基準（都市公園

移動等円滑化基準）や国のガイドラインに沿った整備を推進する。 

また、既設の特定公園施設に対しても、必要に応じてバリアフリー化基準に適合するよう努

める。 

 

 路外駐車場 

誰もが安全かつ円滑に利用できるように、路外駐車場に関するバリアフリー化基準（路外駐

車場移動等円滑化基準）に沿った整備を推進する。 

また、既設の路外駐車場に対しても、必要に応じてバリアフリー化基準に適合するよう努め

る。 

 

 心のバリアフリーの推進 

町民一人ひとりが、高齢者や障害者等の立場に立った「心のバリアフリー」を実現するため、

「自分ができること」を考え、行動できるような取組を自らが推進する。 

また、従業者向けの教育活動、利用者向けの啓発・広報活動や情報提供等、それぞれの立場

に立った「心のバリアフリー」を実現するための取組を推進する。 
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1.3. 特定事業 

1.3.1. 特定事業とは 

特定事業とは、バリアフリー法第２条で定める６つの主としてハード整備に関する事業（公

共交通特定事業・道路特定事業・路外駐車場特定事業・都市公園特定事業・建築物特定事業・

交通安全特定事業）と、令和2年5月のバリアフリー法改正により創設されたソフト対策に関す

る事業（教育啓発特定事業）のことであり、想定される事業内容は以下のとおりである。 

①公共交通特定事業 

・特定旅客施設におけるバリアフリー設備（ホームドア等）の整備、これに伴う特定旅客施設の

構造の変更 

②道路特定事業 

・道路におけるバリアフリー化のための施設・工作物（歩道、道路用エレベーター、通行経路の案

内標識等）の設置 

・バリアフリー化のために必要な道路構造の改良（歩道の拡幅、路面構造の改善等） 

③路外駐車場特定事業 

・特定路外駐車場におけるバリアフリー化のために必要な施設（車椅子使用者が円滑に利用でき

る駐車施設等）の整備 

④都市公園特定事業 

・都市公園におけるバリアフリー化のために必要な特定公園施設の整備 

⑤建築物特定事業 

・特別特定建築物におけるバリアフリー化のために必要な建築物特定施設の整備 

・全部又は一部が生活関連経路である特定建築物における生活関連経路のバリアフリー化のため

に必要な建築物特定施設の整備 

⑥交通安全特定事業 

・バリアフリー化のために必要な信号機、道路標識又は道路標示の設置 

（高齢者、障害者等による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、歩行者

用道路であることを表示する道路標識、横断歩道であることを表示する道路標示の設置等） 

・バリアフリー化のために必要な生活関連経路を構成する道路における違法駐車行為の防止 

（違法駐車行為に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発

活動等） 

⑦教育啓発特定事業 

・移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連携して行う教

育活動の実施に関する事業 

（学校の場を活用した市町村等によるバリアフリー教室（障害当事者によるセミナーや車椅子

サポート体験、高齢者疑似体験等）の開催、旅客施設等におけるバリアフリー教室の開催等） 

・移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施に関す

るこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業 

（上に掲げる事業を除く） 

 （障害当事者を講師とした住民向けバリアフリー講演会やセミナーの開催、公共交通事業者等

の従業員を対象とした接遇研修の実施、優先席や車椅子使用者用駐車施設の適正利用に関す

るポスターの掲示等） 
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1.3.2. 特定事業計画の対象となる施設 

 基本構想では、西側は西田原本駅付近まで、東側は居住誘導区域の東側（寺川）までを、重

点整備地区として定めており、その地区内で、高齢者、障害者等がよく利用する施設を生活関

連施設、これらの施設を結ぶ経路を生活関連経路としている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 重点整備地区・生活関連施設・生活関連経路位置図（令和5年度） 

 

生活関連施設                                      生活関連経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設の種類 記号 施設名

旅1 近鉄橿原線田原本駅

旅2 近鉄田原本線西田原本駅

学校 学1 町立田原本小学校

医1 殿村医院

医2 医療法人社団
小阪内科小児科医院

医3 あまい医院

医4 辻クリニック

医5 水野医院

医6 上田歯科医院

医7 さくら歯科

医8 坂本歯科医院

医9 中尾医院

集1 田原本町A校地区自治会
田原本町すいせん会館

集2 町民ホール

商1 ローソン　西田原本駅前店

商2 杉本薬局

旅客施設

医療施設

集会場、公民
館

商業施設

施設の種類 記号 施設名

官1 役場庁舎

官2 田原本町駅前交番

官3 観光ステーション　磯城の里

福祉施設 福1 認定こども園田原本幼稚園

公1 田原本町第2児童公園

公2 イベント広場公園

銀1 奈良中央信用金庫　魚町出張所

銀2 南都銀行　田原本支店

銀3 田原本市町郵便局

駐1 木伊モータープール

駐2 田原本駅前自動車待機場

駐3 田原本駅前南自動車駐車場

公衆便所 便1 田原本駅前広場（公衆便所）

そ1 本誓寺

そ2 浄照寺

そ3 再開発ビル「田原本駅南地区市
街地再開発事業」

公園

銀行、郵便局

駐車場

その他

官公庁

番号 経路名

① 県道田原本停車場線

② 幸町薬王寺線

③ 田原本34号線

④ 根太黒田線

⑤ 田原本21号線

⑥ 田原本15号線

⑦ 田原本49号線

⑧ 田原本37号線

⑨ 田原本26号線

⑩ 新町1号線

⑪ 阪手八尾大橋線
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1.3.3. 特定事業一覧 

 生活関連施設、生活関連経路等のバリアフリー化のうち、以下に示すバリアフリー化の事業

を、特定事業としている。 
  

事業名 
記号

番号 
事業箇所 事業内容 

事業 
主体 

公共交通 

特定事業 

旅1 

旅2 

近鉄田原本駅 

近鉄西田原本駅 

・ホームドアの整備等 

・ホームの内方線付点状ブロックの維持管理 

・トイレへのベビーチェアの設置 

・音声案内の設置（トイレの位置や設備） 

・洋式トイレの設置（西田原本駅） 

・券売機の改善等 

・改札内スロープへの視覚障害者誘導用ブロックの設置等（田原 

本駅） 

近畿日 
本鉄道 

道路 

特定事業 

① 駅北側： 

県道田原本

停車場線 

石見第11号 

踏切周辺 

・踏切周辺の歩道整備 

（視覚障害者ブロックの設置および踏切前後の平滑化を含む） 

奈良県 
田原本 
町 

2駅間 ・駅への送迎車の誘導案内の改善 

・区画線による歩行者の安全確保 

駅南側： 

県道田原本

停車場線 

田原本1号 

踏切周辺 

・踏切周辺の歩道整備（踏切前後の歩行者待機スペースの確保お 

よび平滑化を含む） 

・舗装・側溝蓋の改善および踏切前後の注意喚起（路面表示等） 

・踏切および踏切前後の視覚障害者ブロックの設置 

・舗装の改善 

・歩道整備（歩車道分離） 

奈良県 

② 

～ 

⑪ 

②幸町薬王寺線 

③田原本34号線 

④根太黒田線 

⑤田原本21号線 

⑥田原本15号線 

⑦田原本49号線 

⑧田原本37号線 

⑨田原本26号線 

⑩新町1 号線 

⑪阪手八尾大橋線 

・交差点への安全施設の整備 

・舗装の改善 

・歩道拡幅やカラー舗装による歩車道分離等 

・白線の明示、路側帯のカラー化、車道幅員の縮小 

・視覚障害者向けの対応等 

・道路横の水路の安全対策 

・歩道の拡幅（車道幅員の縮小）等 

・視覚障害者誘導用ブロックの設置等 

※路線により事業内容は異なる。 

田原本 
町 

路外駐車場 

特定事業 

駐3 田原本駅前南 

自動車駐車場 

・障害者用駐車場の設置等 

都市公園 

特定事業 

公2 イベント広場公園 ・敷地入口から施設入口における視覚障害者誘導用ブロックの維持

管理等 

公1 第2児童公園 ・敷地入口の段差の維持管理等 

建築物 

特定事業 

官1 

学1 

役場庁舎、 

町立田原本小学校 

・敷地入口から施設入口までのバリアフリー経路の維持管理等 

・障害者等の優先駐車場の確保等 

交通安全 

特定事業 

① 県道田原本停車場線 ・交差点における一時停止措置の検討（路面表示） 奈良県 
公安 
委員会 

教育啓発 

特定事業 

－ 町内 ・児童、生徒、学生等を対象としたバリアフリー教室の開催 

・住民を対象としたバリアフリー講習会やセミナーの開催 

・職員を対象とした理解促進研修・啓発事業の実施 

・公共交通利用者を対象とした優先席や優先駐車場の適正利用ポ

スターの掲示 

・公衆浴場利用者を対象としたオストメイト利用者への理解・周  

 知 

・各種施設における認知症サポーター養成講座の開催やイベント 

企画 

田原本 
町 

旅1 

旅2 

旅客施設 ・従業員を対象としたバリアフリー教室の開催、接遇研修の実施 近畿日 
本鉄道 

  ※記号、番号：5頁の生活関連施設、生活関連経路の表の記号、番号と対応している。 
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2. 特定事業計画 

2.1. 事業期間 

 特定事業計画の検討にあたっては、国や県の各種基準、関連のガイドライン等に沿った整備・

改良を基本とし事業内容を設定するとともに、各事業者との調整や財政状況をふまえ、事業数

量や目標とする整備時期を設定している。 

なお、目標とする整備時期については、基本構想で示した短期、中期の目標時期のもと、計

画期間を令和6年度から令和15年度として、長期については令和16年度以降として、実施検討や

用地買収、工事施工の難易度等を考慮しながら設定している。 

また、施工年度、事業量については、計画検討のなかで、増減、変更等が生じる場合がある。 

 

短 期 概ね5年以内 令和6年度～令和10年度での整備 

中 期 概ね10年以内 令和11年度～令和15年度での整備 

長 期 10年以上 令和16年度以降での整備 

注1 ： 元号は令和7年3月現在の表記。 

注2 ： 実施欄は、令和6年12月時点で整備が完了している場合は「済」、施工予定が決まっている場合はその

予定を記載。 

 

 

 

 

2.2. 個別事業計画 

 基本構想の事業内容を参考に、目的を踏まえた事業実施に向け、事業者により事業内容の具体

化を検討した結果を次頁以降に示す。 
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公共交通特定事業 

 1）鉄道駅 

近鉄田原本駅 事業主体 近畿日本鉄道 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～

➀ 安全性の確保 
【ホーム】 
ホームドアの整備等 

   ※ 

② 安全性の確保 
【ホーム】 
内方線付点状ブロックの
維持管理 

260 ｍ 済       
 

    

③ 
バリアフリー
対応 

【トイレ】 
ベビーチェアの設置（男
１・女１） 

2 箇所 済            

④ 
バリアフリー
対応 

【トイレ】 
音声案内の設置 
（トイレの位置や設備） 

1 箇所 済            

⑤ 
利便性、安全性
の向上 

【券売機】 
車椅子利用者等に向けた
高さ、高齢者に向けた文
字の大きさ 

1 箇所             

⑥ 
バリアフリー
対応 

【改札内スロープ】 
視覚障害者誘導用ブロッ
クの設置等 

2 箇所             

事業実施に際し配慮すべき事項 

①ホームドアの整備については、近畿日本鉄道としての優先順位があるため、整備時期は未定。（※） 

②･⑤上り券売機の蹴込み改修済み、下り蹴込みは未整備、当面の処置として駅係員が必要に応じてサポートを実

施。 

⑥改札内のスロープについては、当面の処置として手摺にて対応。 

事業実施位置または位置図 

②内方線付点状ブロック：上下線ホームで実施。 

⑤券売機：下りの蹴込み改修を実施。 

     券売機等の改善については、当面の処置として駅係員が必要に応じてサポートを実施。 

⑥改札内のスロープ：上下線スロープに誘導ブロックの設置。 

 

  

維持管理 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

西田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

田原本駅 

①～⑥ 

現況のスロープ    手摺の点字 

現況のホーム 

上りの券売機（改修済） 下りの券売機 
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近鉄西田原本駅 事業主体 近畿日本鉄道 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～

➀ 安全性の確保 
【ホーム】 
ホームドアの整備等 

   ※ 

② 安全性の確保 
【ホーム】 
内方線付点状ブロックの
維持管理 

133.2 ｍ 済       
 

    

③ 
バリアフリー
対応 

【トイレ】 
洋式トイレの設置 

4 箇所 R6施工            

④ 
バリアフリー
対応 

【トイレ】 
ベビーチェアの設置 

2 箇所 R6施工            

⑤ 
バリアフリー
対応 

【トイレ】 
音声案内の設置 
（トイレの位置や設備） 

1 箇所 R6施工            

⑥ 
利便性、安全性
の向上 

【券売機】 
車椅子利用者等に向けた
高さ、高齢者に向けた文
字の大きさ 

1 箇所             

事業実施に際し配慮すべき事項 

①ホームドアの整備については、近畿日本鉄道としての優先順位があるため、整備時期は未定。（※） 

③･④･⑤令和６年度（下期）施工中。 

⑥券売機等の改善については、当面の処置として駅係員が必要に応じてサポートを実施。 

事業実施位置または位置図 

②内方線付点状ブロック：上下線ホームで実施。 

③･④･⑤トイレ：男子トイレ、女子トイレで実施。 

⑥券売機：蹴込み改修を実施。 

     券売機等の改善については、当面の処置として駅係員が必要に応じてサポートを実施。 

 

  

 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

西田原本駅 

①～⑥ 

現況のホーム 

現況のトイレ 

現況の券売機 
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道路特定事業 

 1）県道田原本停車場線 

駅北側：石見第11号踏切周辺 事業主体 奈良県（田原本町） 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
バリアフリー
対応 

【踏切周辺】 
踏切周辺の歩道整備 
（視覚障害者ブロックの
設置および踏切前後の平
滑化を含む） 

約20 ｍ             

② 安全性の確保 
【2駅間】 
駅への送迎車の誘導案内
の改善 

1 箇所        
 

    

③ 
歩行空間の確
保 

【2駅間】 
区画線による歩行者の安
全確保 

約70 ｍ             

事業実施に際し配慮すべき事項 

①奈良県が田原本町および近畿日本鉄道と連携して取り組む。 

②誘導案内について、奈良県が田原本町および奈良県公安委員会、駅前広場の関係者とともに、改善方法を検討す

る。 
事業実施位置または位置図 
 
 

  
 

 

 

  
 

維持管理 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄 

田
原
本
線 

田原本駅 

近
鉄 

田
原
本
線 

西田原本駅 

②､③ 

①

現況の2駅間の道路 

駅への送迎車 

現況の踏切東側 
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駅南側：田原本1号踏切周辺 事業主体 奈良県（田原本町） 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
歩行空間の 
確保 

【踏切周辺】 
踏切周辺の歩道整備（踏
切前後の歩行者待機スペ
ースの確保および平滑化
を含む） 

約20 ｍ             

② 安全性の確保 

【踏切周辺】 
舗装・側溝蓋の改善およ
び踏切前後の注意喚起
（路面表示等） 

約10 ｍ        
 

    

③ 
バリアフリー
対応 

【踏切周辺】 
踏切および踏切前後の視
覚障害者ブロックの設置 

約10 ｍ             

④ 
歩行空間の 
改善 

【踏切周辺】 
舗装の改善 

約50 ｍ             

⑤ 
歩行空間の 
確保 

【踏切周辺】 
歩道整備（歩車道分離） 

約50 ｍ             

事業実施に際し配慮すべき事項 

①歩道整備について、本区間の前後は町道であることから、奈良県が田原本町とともに検討を行う。また、関係機

関（近畿日本鉄道等）や地権者の協力が必要であることから、奈良県が田原本町とともに関係機関や地権者の理

解の促進を図り、事業化を目指す。 

②看板は設置スペースの問題（通行の支障等）があるため、路面標示での注意喚起を検討する。 

⑤歩道整備（歩車道分離）について、本区間の前後は町道であることから、奈良県が田原本町とともに検討を行う。

また、関係機関（近畿日本鉄道等）や地権者の協力が必要であることから、奈良県が田原本町とともに関係機関

や地権者の理解の促進を図り、事業化を目指す。 
事業実施位置または位置図 
 
 

  
 

 

   

維持管理 

維持管理 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅 

①､②､③ 

西田原本駅 

田原本駅 

④､⑤ 

現況の道路西側の舗装･側溝蓋 

現況の踏切東側 

現況の踏切西側 
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 2）町道幸町薬王寺線 

幸町薬王寺線 事業主体 田原本町（奈良県） 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 安全性の向上 
交差点への安全施設の整
備 

2 箇所 済            

② 
歩行空間の 
改善 

舗装の改善 約110 ｍ 済            

③ 
歩行空間の 
改善 

歩道の拡幅やカラー舗装
による歩車道分離等 

約110 ｍ             

事業実施に際し配慮すべき事項 

③本路線の東側は県道であることから、田原本町が奈良県とともに検討を行う。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

  

 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅

近
鉄
田
原
本
線 

① 

②､③ 

現況の道路の交差点（東側） 

現況の道路の交差点（西側）

③歩行空間の改善予定箇所 

現況の町道西端部             現況の町道拡幅部 
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 3）町道田原本34号線 

田原本34号線 事業主体 田原本町（奈良県） 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
歩行空間の 
改善、確保 

白線の明示、路側帯のカ
ラー化、車道幅員の縮小 

約120 ｍ             

② 
バリアフリー
対応 

視覚障害者向けの対応等 
（リーディングライン、
リブ式(突起付)の車道外
側線の設置等） 

約120 ｍ             

事業実施に際し配慮すべき事項 

①･②本路線の南側は県道であることから、田原本町が奈良県とともに検討を行う。 

※令和5年のまち歩き点検において「道路の状態はよい」との意見があり、田原本町の道路管理者にて現地確認を

行ったが問題なかったため、基本構想に記載のある「舗装の改善」は削除。 
事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

  

 

 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

①､② 

現況の道路南端部 

現況の道路 

維持管理 

維持管理 
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 4）町道根太黒田線 

根太黒田線 事業主体 田原本町 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
歩行空間の 
確保 

白線の明示、路側帯のカ
ラー化 
車道幅員の縮小 

約250 ｍ  
 

          

② 
バリアフリー
対応 

視覚障害者向けの対応等 
（リーディングライン、
リブ式(突起付)の車道外
側線の設置等） 

約250 ｍ             

事業実施に際し配慮すべき事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

田原本町

役場 町民 
ホール 

田原本小学校 

田原本幼稚園 

①､② 

現況の道路の西端部 

維持管理 

維持管理 

現況の道路の東端部 

現況の道路 
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 5）町道田原本21号線 

田原本21号線 事業主体 田原本町 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
歩行空間の 
確保 

白線の明示、カラー舗装
による歩車道分離 

約140 ｍ             

② 安全性の確保 
道路横の水路の安全対策 
（蓋掛け、柵の設置等） 

約10 ｍ             

③ 
バリアフリー
対応 

視覚障害者向けの対応等 
（リーディングライン、
リブ式(突起付)の車道外
側線の設置等） 

約140 ｍ             

事業実施に際し配慮すべき事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

  

 

 

 

 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

田原本町 

役場 町民 
ホール 

田原本小学校 

田原本幼稚園 

② 

①､③ 

現況の道路 

現況の道路の水路部 
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 6）町道田原本15号線 

田原本15号線 事業主体 田原本町 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
歩行空間の 
確保 

白線の明示、カラー舗装
による歩車道分離 

約100 ｍ             

② 
バリアフリー
対応 

視覚障害者向けの対応等 
（リーディングライン、
リブ式(突起付)の車道外
側線の設置等） 

約100 ｍ 

 

           

事業実施に際し配慮すべき事項 

※令和5年のまち歩き点検において「道路の状態はよい」との意見があり、田原本町の道路管理者にて現地確認を行

ったが問題なかったため、基本構想に記載のある「舗装の改善」は削除。 

事業実施位置または位置図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

田原本町

役場 町民 
ホール 

田原本小学校 

田原本幼稚園 

①､② 

現況の道路の東端部 

現況の道路 



 

  17  

 

 7）町道田原本49号線 

田原本49号線 事業主体 田原本町 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 安全性の向上 

カラー舗装による歩車道
分離（白線の明示、路側帯
のカラー化） 
車道幅員の縮小 

約120 ｍ             

② 
歩行空間の 
改善 

視覚障害者向けの対応等 
（リーディングライン、
リブ式(突起付)の車道外
側線の設置等） 

約120 ｍ 

 

           

事業実施に際し配慮すべき事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

①､② 

現況の道路 

現況の道路の西端部 
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 8）町道田原本37号線 

田原本37号線 事業主体 田原本町 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
歩行空間の 
改善 

舗装の改善 約200 ｍ 
R6から 
施工            

事業実施に際し配慮すべき事項 

※令和5年のまち歩き点検において「歩行空間はある」との意見が多く、「交通量が多くない」、「通行しやすい」等

の意見があり、田原本町の道路管理者にて現地確認を行ったが問題なかったため、バリアフリー対応は削除。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

① 

現況の道路 

現況の道路の南端部 
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 9）町道田原本26号線 

田原本26号線 事業主体 田原本町 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
歩行空間の 
確保 

舗装の改善、白線の明示、
カラー舗装による歩車道
分離等 
歩道の拡幅（車道幅員の
縮小）等 

約260 ｍ             

② 
バリアフリー
対応 

視覚障害者誘導用ブロッ
クの設置等 

約260 ｍ             

事業実施に際し配慮すべき事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

田原本町 

役場 町民 
ホール 

田原本小学校 

田原本幼稚園 

①､② 

現況の道路 

現況の道路の路側帯の状況 
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 10）町道新町1号線 

新町1号線 事業主体 田原本町 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
歩行空間の 
改善 

舗装の改善 約220 ｍ 済            

② 
バリアフリー
対応 

視覚障害者誘導用ブロッ
クの改修、整備 

約220 ｍ 
 

           

事業実施に際し配慮すべき事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

田原本町

役場 町民 
ホール 

田原本小学校 

田原本幼稚園 

①､② 

現況の道路 

現況の道路の西端部 

現況の道路の東端部 
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 11）町道阪手八尾大橋線 

阪手八尾大橋線 事業主体 田原本町 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
歩行空間の 
改善 

舗装の改善 約220 ｍ 済            

② 
バリアフリー
対応 

視覚障害者誘導用ブロッ
クの改修、整備 

約220 ｍ             

事業実施に際し配慮すべき事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅

近
鉄
田
原
本
線 

田原本町 

役場 町民 
ホール 

田原本小学校 

田原本幼稚園 

①､② 

現況の道路 

現況の道路の西端部 

現況の道路の東端部 
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路外駐車場特定事業 

 1）田原本駅前南自動車駐車場 

田原本駅前南自動車駐車場 事業主体 田原本町 

事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
バリアフリー
対応 

障害者用駐車場の設置等 1 箇所 済 
 

          

事業実施に際し配慮すべき事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

① 

現況の駐車場 

障害者用駐車スペース 

エレベーター・バリアフリートイレ 
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都市公園特定事業 

 1）イベント広場公園 

イベント広場公園 事業主体 田原本町 

事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
バリアフリー
対応 

【敷地入口～施設入口】 
視覚障害者誘導用ブロッ
クの維持管理 

1 箇所 済 
 

          

② 
バリアフリー
対応 

【施設入口】 
障害者等が利用しやすい
スロープ等の維持管理 

1 箇所 済            

③ 
バリアフリー
対応 

【施設入口】 
階段等における手すりや
滑り止めの維持管理 

1 箇所 済            

④ 
バリアフリー
対応 

【トイレ】 
高齢者や障害者等が利用
しやすいバリアフリート
イレの維持管理 

1 箇所 済            

事業実施に際し配慮すべき事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

①～④ 

視覚障害者誘導用ブロック 

バリアフリートイレ 

階段・スロープ 
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 2）第2児童公園 

第2児童公園 事業主体 田原本町 

事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
バリアフリー
対応 

敷地出入口の段差の維持
管理 

1 箇所 済            

② 
バリアフリー
対応 

バリアフリートイレの設
置検討 

1 箇所  ※ 

事業実施に際し配慮すべき事項 

②バリアフリートイレの設置はないため、今後設置をするのか検討の必要性有。（※） 

事業実施位置または位置図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理 

西田原本駅 

田原本駅

近
鉄
田
原
本
線 

①､② 

公園の出入口 

現状の公園                  現状のトイレ 
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建築物特定事業 

 1）役場庁舎 

役場庁舎 事業主体 田原本町 

事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
バリアフリー
対応 

【外構】 
敷地出入口から施設出入
口までのバリアフリー経
路の維持管理 

  済            

② 
バリアフリー
対応 

【外構】 
出入口と歩道等との段差
解消 

  済       
 

    

③ 
バリアフリー
対応 

【外構】 
障害者等の優先駐車場の
確保等 

  済            

④ 
バリアフリー
対応 

【施設内】 
障害者等が利用しやすい
エレベーターやスロープ
等の設置、改善 

  済            

⑤ 
バリアフリー
対応 

【施設内】 
階段等における手すりや
滑り止め等の整備、改善 

  済            

⑥ 
バリアフリー
対応 

【施設内】 
高齢者や障害者等が利用
しやすいバリアフリート
イレの設置、改善等 

  済            

事業実施に際し配慮すべき事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

  
 

 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

田原本町 

役場 町民 
ホール 

①～⑥ 

東出入口への経路      障害者等優先駐車場               バリアフリートイレ 

正面出入口への経路 

スロープ       障害者等優先駐車場 

エレベーター   階段の手摺と滑り止め 
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 2）田原本小学校 

田原本小学校 事業主体 田原本町 

事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
バリアフリー
対応 

敷地出入口から施設出入
口までのバリアフリー経
路の維持管理 

  
R7から 
施工 

           

② 
バリアフリー
対応 

出入口と歩道等との段差
解消 

  
R7から 
施工 

           

③ 
バリアフリー
対応 

障害者等の優先駐車場の
確保等 

  
R7から 
施工 

           

④ 
バリアフリー
対応 

障害者等が利用しやすい
エレベーターやスロープ
等の設置、改善 

  
R7から 
施工 

   
 

       

⑤ 
バリアフリー
対応 

階段等における手すりや
滑り止め等の整備、改善   

R7から 
施工 

           

⑥ 
バリアフリー
対応 

高齢者や障害者等が利用
しやすいバリアフリート
イレの設置、改善等 

  
R7から 
施工 

           

事業実施に際し配慮すべき事項 

①･②･③･④･⑤･⑥ 統合による新しい小学校を田原本小学校の跡地に建設予定（バリアフリー化した学校として開

校予定）。建設に伴う工事が先行してR7年度より始まるのにあたり、工事中における歩行者等の安全な動線の確保

を最優先とするが、バリアフリーにも配慮した計画とする。 

事業実施位置または位置図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

維持管理 

本館への出入口  本館と東館の間の渡り廊下  東館への出入口 

南側の正門        正門側の駐車場 

体育館裏の北門 

体育館裏の駐車場 

体育館裏からの経路 

田原本小学校 

天理警察署 

田原本警察庁舎 

田原本幼稚園 

①～⑥ 

体育館 

東館 

本館 
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交通安全特定事業 

 1）県道田原本停車場線の交差点 

岩見第11号踏切の東側 事業主体 奈良県公安委員会 

事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 安全性の確保 
交差点における一時停止
措置の検討（路面表示） 

1 箇所  
 

          

事業実施に際し配慮すべき事項 

① 現場調査等を実施した結果、周辺の道路状況から適正な場所に標識柱が設置することが出来なかったため、一時

停止規制の設置及び管理が困難であると判断された。 

一時停止規制の代替の交通安全対策として、交差点の明確化を目的としたクロスマーク（法定外路面表示）の設

置を関係機関（奈良県）と連携して検討する。 

事業実施位置または位置図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西田原本駅 

田原本駅 

近
鉄
田
原
本
線 

① 

維持管理 

現況の交差点 
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教育啓発特定事業 

 1）田原本町内 

田原本町全域 事業主体 田原本町（近畿日本鉄道④、社協⑦） 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16～ 

➀ 
障害者当事者等への知
識の理解・周知 
（教室、講習会、広報等） 

【児童、生徒、学
生等対象】 
バリアフリー教
室の開催 

1 回 済            

② 
障害者当事者等への知
識の理解・周知 
（教室、講習会、広報等） 

【住民対象】 
バリアフリー講
習会やセミナー
の開催 

1 回 済       
 

    

③ 
障害者当事者等への知
識の理解・周知 
（教室、講習会、広報等） 

【職員対象】 
理解促進研修・
啓発事業の実施 

1 回 済            

④ 
障害者当事者等への知
識の理解・周知 
（施設利用､イベント等） 

【公共交通利用
者対象】 
優先席や優先駐
車場の適正利用
ポスターの掲示 

1 箇所 済            

⑤ 
障害者当事者等への知
識の理解・周知 
（施設利用､イベント等） 

【公衆浴場利用
者対象】 
オストメイト利
用者への理解・
周知 

1 箇所 済            

⑥ 
障害者当事者等への知
識の理解・周知 
（施設利用､イベント等） 

【各種施設・会
場対象】 
認知症サポータ
ー養成講座の開
催 

4 回 済            

⑦ 
障害者当事者等への知
識の理解・周知 
（施設利用､イベント等） 

【各種施設・会
場対象】 
イベント企画 

1 回 済            

事業実施に際し配慮すべき事項、事業実施手法等 

①･②･③･④･⑤･⑥･⑦ 

多種多様な障害特性がある中で、関心が低い人や理解しようとしない人にどのようにアプローチを行っていく

のか課題である。あらゆる情報発信ツールを活用し、多世代に啓発する。 

事業実施は、町の広報紙やＨＰ、フェイスブックやＬＩＮＥの活用。 

 

 

 2）旅客施設 

田原本駅、西田原本駅 事業主体 近畿日本鉄道 

目的／事業内容 事業量 単位 実施 
事業の実施計画（年度） 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ～ 

➀ 
障害者当事者等への
対応についての接遇
学習 

【従業員対象】 
旅客施設における
バリアフリー教室
の開催 

1 回 済            

② 
障害者当事者等への
対応についての接遇
学習 

【従業員対象】 
接遇研修の実施 

1 回 済            

事業実施に際し配慮すべき事項、事業実施手法等 

 

 

  

継続実施 （手話通訳養成講座・要約筆記講習会） 

継続実施 （広報紙や障害者週間での啓発） 

継続実施 （チラシの配置） 

継続実施 （ホームページにおける啓発） 

継続実施 （自立支援協議会、地活でのイベント実施） 

継続実施 （バリアフリー教室の開催） 

継続実施 （認知症サポーター養成講座の開催） 

継続実施 

継続実施 
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1.届出制度 

 届出制度の概要 

公共交通事業者または道路管理者は、移動等円滑化促進地区において、旅客施設（生活関連

施設に限る）や道路（生活関連経路に限る）の改良等であって、他の施設と接する部分の構造

の変更等を行う場合に、当該行為に着手する30日前までに市町村に届け出なければならないと

されている。 

これは、移動等円滑化促進方針と改良等の内容を整合のとれたものにすることで、施設間の

移動の連続性を担保することを目的としており、届出に係る行為が、バリアフリー化を図る上

で支障があると認めるときは、町は行為の変更等の必要な措置を要請できることとなっている。 

 

表 届出制度の対象 

届出施設 届出を要する対象の範囲 

旅客施設 

（生活関連施設） 

・他の生活関連旅客施設との間の出入口 

・生活関連経路を構成する道路法による道路又は市

町村が指定する一般交通用施設との間の出入口 

・バリアフリールートの出入口 

道路 

（生活関連経路） 

・生活関連旅客施設の出入口又は市町村が指定する

生活関連経路を構成する一般交通用施設 

資料：国土交通省「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想等作成に関するガイドライン」（令和3年3月） 

 

 

図 届出対象のイメージ 

資料：国土交通省「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想等作成に関するガイドライン」（令和3年3月） 
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 届出の対象となる範囲 

対象地区においては、以下の場合に届出の対象となる。 

 

表 届出の対象 

対象施設 届出の対象 

旅客施設 

（田原本駅、西田原本駅） 

・駅舎の出入口の新設や改良を行う場合 

道路 

（駅前広場） 

・車道や歩道で、駅舎の出入口に接続する

部分の新設や改良を行う場合 

 

 

図 届出の対象範囲 
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2.計画の継続的な見直し 

バリアフリー基本構想、特定事業計画を一過性のもので終わらせることなく、持続可能な改

善の取り組みを実践していく。 

具体的には、策定（Plan）後の特定事業等の実施（Do）を受けて、その結果を評価（Check）

し、社会経済情勢や町民ニーズの変化等を踏まえ、必要に応じて計画の見直し（Act）を行うと

いうPDCA サイクルにより、実情に則した計画となるように段階的かつ継続的な見直しを行う。 

そのため、おおむね５年ごとに事業の実施状況などの効果検証等を行い、必要に応じて計画

の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バリアフリー基本構想、特定事業計画の継続的な見直し  

協議会 
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3.田原本町バリアフリー協議会 

 設置要綱 

田原本町バリアフリー協議会の設置要綱は、以下のとおりである。 

 

 

○田原本町バリアフリー協議会設置要綱 

令和４年１２月８日 

告示第７１号 

（設置） 

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。

以下「法」という。）第２４条の２第１項に規定する移動等円滑化の促進に関する方針（以

下「バリアフリーマスタープラン」という。）及び法第２５条第１項に規定する移動等円滑

化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想（以下「基本構想」という。）

の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うため、法第２４条の４第１項及び第２

６条第１項の規定に基づき、田原本町バリアフリー協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) バリアフリーマスタープランに関する事項 

(2) 基本構想に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町内のバリアフリー推進に関し、町長が必要と認める事

項 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 

(1) バリアフリーに関し学識経験を有する者 

(2) 田原本町自治連合会の代表 

(3) 高齢者団体の代表 

(4) 地域福祉を推進する団体の代表 

(5) 障害者福祉を推進する団体の代表 

(6) 公共交通事業者の代表 

(7) 関係行政機関の職員 

(8) 町職員 

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第２条第１号及び第２号に掲げる所掌事務が

完了する日までとする。 
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（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は第３条第２項第１号に該当する者をもって充て、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 第３条第２項第１号に定める委員以外の委員は、事故その他やむを得ない理由により会

議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。 

（委員以外の者の出席） 

第７条 会長は、必要に応じ委員以外の者に会議の出席を求め、説明又は意見を聴くことが

できる。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、産業建設部において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年１２月８日から施行する。 
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 名簿 

令和7年3月時点の田原本町バリアフリー協議会の名簿は、以下のとおりである。 

 

 

区 分 NO. 氏 名 所属・役職 

学識経験者 1 室崎 千重 奈良女子大学 准教授 

自治連合会 2 宮崎 公平 田原本町自治連合会 会長 

高齢者団体 3 竹村 三良 田原本町老人クラブ連合会 会長 

地域福祉を 

推進する団体 
4 藤本 勇樹 田原本町社会福祉協議会 局長 

障害者福祉を 

推進する団体 
5 坂本 憲哲 磯城郡地域自立支援協議会 代表 

公共交通事業者 

6 髙松 靖司 
近畿日本鉄道㈱ 

鉄道本部大阪統括部施設部工務課 課長 

7 福原 晋 
奈良交通㈱ 

自動車事業本部乗合事業部 部長 

8 葛城 滝男 奈良県タクシー協会 専務理事 

関係行政機関 

9 中井 隆博 
奈良県天理警察署 

田原本警察庁舎 所長 

10 玉垣 潔士 奈良県警察本部 交通規制課長 

11 鈴木 健 
国土交通省 

近畿運輸局奈良運輸支局首席運輸企画専門官 

12 渡邉 義明 奈良県中和土木事務所 所長 

町職員 

13 田邉 義巳 産業建設部長 

14 越智 祥浩 産業建設部参事 

15 吉田 志保 健康福祉部長 

16 中辻 勇 町長公室長 

17 小林 昌伸 総務部長 

18 森 淳一 教育部長 
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4.用語集 

 

 語 句 意 味 

い 移動等円滑化 高齢者・障害者等の日常生活や、社会生活における移動や施設等

の利用の際に係る身体の負担を軽減し、移動または施設の利用上

の利便性や安全性を向上させること。 

お オストメイト 病気や事故等により消化器や尿管が損なわれるなど、腹部等に排

泄のための開口部にストーマ（人口肛門・人口膀胱）を持つ人の

こと。 

け 券売機の蹴込み 車いす使用者でも接近して操作しやすくするために、券売機の下

に設けた空間のこと。 

し 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者を安全に誘導するために床面、路面等に敷設されてい

る、点状または線状の突起をもったブロックのこと。 

重点整備地区 バリアフリー化を一体的に進める必要のある地区。重点整備地区

は、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する

旅客施設、官公庁施設、福祉施設、その他の施設と、これら施設

を結ぶ徒歩経路で構成される。  

せ 生活関連経路 生活関連施設を相互に結ぶ経路。バリアフリー化事業を重点的に

推進する必要のある道路のこと。  

生活関連施設 「常に多数の人が利用する施設」、「高齢者、障害者等が常時利用

する施設」のこと。  

そ 側溝蓋 道路・歩道等の排水路にかける蓋のことで、主に降雨時の排水が

目的で、人や物の落下を防止する機能もある。 

た 多機能トイレ 高齢者や障害者等の利用に適正な配慮が必要なバリアフリートイ

レの総称。 

は バリアフリー 高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）とな

るものを除去（フリー）すること。障壁（バリア）には、物理

的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面での障壁など、すべ

ての障壁が含まれる。 

ほ 法定外路面表示 交通の安全と円滑を図るために設置する路面表示やカラー舗装等

のことで、交差点クロスマーク表示や「とまれ」文字表示、ドッ

トライン表示、歩行者・自転車利用者等の保護のためのカラー舗

装等がある。 

ホームドア 駅のホームと列車の間に設置される安全設備で、乗客の転落や接

触事故を防ぐ役割を担っている。 ホームドアは、列車の乗降口

に合わせて開閉し、乗客が安全に乗り降りできるような働きがあ

り、ホーム上の混雑を緩和し、列車の運行をスムーズにする効果

もある。  
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 語 句 意 味 

な 内方線付点状ブロック 駅のプラットホームに設置されている点状ブロックで、内側部分

に線状突起を設けて、ホーム側と線路側を判別できるようにした

もの。 

り リーディングライン 車道外側線と道路境界部の間の歩道部分に設置した、JIS規格の

視覚障害者誘導用ブロックよりも幅の狭い視覚障害者誘導用ブロ

ックのこと。 

リブ式（突起付き）の車

道外側線 

単断面道路において、視覚障害者の車道へのはみ出しの注意喚起

として設置される厚さ等を変更した白線（リブ式車道外側線）の

こと。 

旅客施設 駅、バスターミナル、港、空港など公共交通機関を利用する旅客

の乗降や待合などに利用される施設のこと。  

ろ 路側帯 歩道のない道路または道路の歩道がない側の道路端部寄りに、白

い実線等で区画された歩行者通行空間のこと。 
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